
ZAMA

広報ざま【座間市のお知らせ】No.1116 令和 3年 （2021年） 2 月 1 日2

　

不
要
な
高
額
商
品
を
購
入
す

る
契
約
を
し
て
し
ま
う
な
ど
、

高
齢
者
の
消
費
者
被
害
が
増
え

て
い
ま
す
。被
害
を
防
ぐ
に
は
、

本
人
が
気
を
付
け
る
だ
け
で
は

な
く
、
周
囲
が
生
活
や
会
話
の

小
さ
な
変
化
に
気
付
く
こ
と
も

重
要
で
す
。

小
さ
な
変
化
の
例

◆
隠
し
事
が
多
く
な
り
、
あ
ま

り
話
を
し
た
が
ら
な
い

　
す
で
に
被
害
に
遭
っ
て
い
る

場
合
、
恥
ず
か
し
い
と
感
じ
た

り
、
周
り
に
迷
惑
を
掛
け
た
く

な
い
と
悩
ん
で
い
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

◆
羽
振
り
が
よ
く
な
っ
た
・
お

金
を
使
わ
な
く
な
っ
た

　

お
金
の
使
い
方
に
急
に
変
化

が
あ
っ
た
場
合
は
注
意
し
ま
し

ょ
う
。
急
に
お
金
を
使
わ
な
く

　

就
労
経
験
の
な
い
方
、
退
職

か
ら
長
期
経
過
し
た
方
な
ど
、

働
く
こ
と
に
不
安
を
抱
え
る
方

へ
働
く
た
め
の
サ
ポ
ー
ト
を
行

っ
て
お
り
、
次
の
通
り
相
談
会

を
開
催
し
ま
す
。

※
本
人
以
外
で
も
参
加
で
き
ま

す
。

○
と　
き　
2
月
9
日
（
火
）

午
前
10
時
〜
午
後
3
時

○
と
こ
ろ　
は
た
ら
っ
く
・
ざ

　

高
額
な
外
来
診
療
を
受
け
て

い
る
方
の
負
担
を
軽
減
す
る
た

め
、
自
己
負
担
額
の
年
間
上
限

の
制
度
（
外
来
年
間
合
算
）
を

設
け
て
い
ま
す
。
対
象
と
な
る

世
帯
に
は
、
支
給
申
請
書
を
２

月
中
に
郵
送
し
ま
す
。

○
支
給
対
象　
基
準
日
（
令
和

2
年
7
月
31
日
）
時
点
で
高

額
医
療
費
の
自
己
負
担
限
度

額
が
一
般
区
分
ま
た
は
低
所

得
区
分
に
該
当
す
る
70
〜
74

歳
の
方

○
支
給
額　
計
算
期
間
（
令
和

元
年
8
月
1
日
〜
令
和
2
年

7
月
31
日
）
の
外
来
診
療
区

分
の
医
療
費
（
治
療
用
装
具

を
含
む
）
の
自
己
負
担
額
を

個
人
単
位
で
計
算
し
、
合
計

が
14
万
4
千
円
を
超
え
た
場

合
に
、
超
え
た
額
を
支
給

※
月
ご
と
の
高
額
療
養
費
に

該
当
し
て
い
る
場
合
は
、
そ

の
う
ち
外
来
診
療
分
と
し
て

す
で
に
該
当
し
た
自
己
負
担

額
を
差
し
引
い
て
計
算
し
ま

す
。

○
持
ち
物　
申
請
者
の
本
人
確

認
が
で
き
る
も
の
（
運
転
免

許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
カ

ー
ド
な
ど
）
、
世
帯
主
の
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）

が
確
認
で
き
る
も
の
、
市
が

　

就
職
・
再
就
職
を
目
指
す
女

性
を
対
象
と
し
た
パ
ソ
コ
ン
講

座
を
開
講
し
ま
す
。
エ
ク
セ
ル

（
入
門
）
に
つ
い
て
実
際
に
パ

ソ
コ
ン
を
操
作
し
な
が
ら
学
び

ま
す
。

○
と　
き　
3
月
13
日
（
土
）

①
午
前
9
時
〜
正
午
②
午
後

1
時
〜
4
時
（
①
②
は
同
内

容
）

○
と
こ
ろ　
市
役
所
3
階
3
―

1
会
議
室

な
っ
た
場
合
は
、
多
重
債
務
に

陥
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆
慌
て
た
様
子
で
現
金
自
動
預

払
機
（
Ａ
Ｔ
Ｍ
）
な
ど
に
行
く

　

特
殊
詐
欺
や
架
空
請
求
な
ど

が
考
え
ら
れ
ま
す
。
支
払
い
は

宅
配
便
で
払
わ
せ
る
手
口
の

他
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
販
売
し
て
い
る
プ
リ
ペ
イ
ド

カ
ー
ド
や
電
子
マ
ネ
ー
が
使
わ

れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

◆
気
に
な
る
様
子
の
高
齢
者
が

い
た
ら

　

本
人
の
気
持
ち
を
傷
つ
け
な

い
よ
う
に
注
意
し
な
が
ら
、
話

を
聞
き
ま
し
ょ
う
。
ト
ラ
ブ
ル

が
疑
わ
れ
る
場
合
、
次
の
消
費

生
活
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
相
談
先

ま
た
は
警
察
署
に
相
談
し
ま
し

ょ
う
。
ま
た
、
緊
急
の
場
合
は

☎
1
1
0
を
使
い
ま
し
ょ
う
。

ま
（
相
武
台
1
―
35
―
6
三

裕
ビ
ル
2
階
）

○
費　
用　
無
料

○
申
込
方
法　
電
話
、
フ
ァ
ク

ス
ま
た
は
直
接
問
い
合
わ
せ

先
へ

○
問
い
合
わ
せ
先　
は
た
ら
っ

く
・
ざ
ま
☎
０
４
６
（
２
０

４
）
７
６
２
４　

5
０
４
６

（
２
０
４
）
７
６
２
５

○
対　
象　
キ
ー
ボ
ー
ド
の
日

本
語
入
力
、マ
ウ
ス
操
作（
コ

ピ
ー
ア
ン
ド
ペ
ー
ス
ト
操
作

な
ど
）
が
で
き
る
市
内
在
住

者
○
定　
員　
①
②
各
6
人
（
申

込
順
）

○
参
加
費　
無
料

○
申
込
方
法　
3
月
12
日（
金
）

ま
で
に
電
話
、
フ
ァ
ク
ス
、

電
子
メ
ー
ル
ま
た
は
直
接
担

当
へ

郵
送
し
た
支
給
申
請
書
、
振

込
先
（
世
帯
主
の
口
座
）
が

分
か
る
も
の
、
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
証
、
印
（
朱
肉

を
使
用
す
る
も
の
）
、
自
己

負
担
額
証
明
書
（
掲
載
期
間

中
に
他
の
医
療
保
険
に
加
入

し
て
い
た
方
の
み
）

※
自
己
負
担
額
証
明
書
は
、

加
入
し
て
い
た
医
療
保
険
の

窓
口
に
交
付
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

【
自
己
負
担
額
証
明
書
の
交
付

申
請
】

　

計
算
期
間
内
に
、
市
の
国
民

健
康
保
険
か
ら
他
の
医
療
保
険

（
他
市
区
町
村
の
国
民
健
康
保

険
を
含
む
）
に
加
入
し
た
場
合

は
、
市
役
所
1
階
国
保
年
金
課

へ
自
己
負
担
額
証
明
書
の
交
付

申
請
を
し
、
令
和
2
年
7
月
31

日
時
点
で
加
入
し
て
い
る
医
療

保
険
へ
高
額
療
養
費
（
外
来
年

間
合
算
）
の
申
請
を
し
て
く
だ

さ
い
。
自
己
負
担
額
証
明
書
は

後
日
郵
送
し
ま
す
。

○
持
ち
物　
申
請
者
の
本
人
確

認
が
で
き
る
も
の
、
世
帯
主

の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番

号
）
が
確
認
で
き
る
も
の
、

印（
朱
肉
を
使
用
す
る
も
の
）、

振
込
先
（
世
帯
主
の
口
座
）

が
分
か
る
も
の

防
ご
う
消
費
者
被
害

あ
な
た
の
見
守
り
が
高
齢
者
の

　
　
　
消
費
者
被
害
を
防
ぎ
ま
す

国
民
健
康
保
険
高
額
療
養
費

　
　
　（
外
来
年
間
合
算
）
の
申
請

男
女
共
同
参
画
講
座

就
職
・
再
就
職
を
目
指
す

　
女
性
の
た
め
の
パ
ソ
コ
ン
講
座

　
　
　
　
　
　
　
　（
エ
ク
セ
ル
編
）

就
労
準
備
定
例
相
談
会
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　市消費生活センターでは、専門の
資格を持つ相談員が、商品やサービ
スの苦情や事業者とのトラブルの相
談、問い合わせなどを受け付け、問
題解決のためのサポートをしていま
す。
【市消費生活センター】　
○相談時間　月曜〜金曜日（年末年
始、祝・休日を除く）午前 9時30
分〜正午、午後 1時〜 4時。偶数
月の第 2水曜日は午後のみ）

○相談方法　電話または直接同セン
ターへ（市役所 1階広聴人権課内）
☎046（252）8490

上記の時間外は消費者ホットライン
（☎188）、緊急時には警察☎110へ
相談をしましょう。

困ったり悩んでいたら
消費生活センターへ


